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病・診連携休日
急患診療室当番医
【６月】

◇日曜・祝日の救急診療
　
　時間 10：00～12：00
　　　 13：00～16：00
　場所 国保日高総合病院

　 2日　井本　和也　医師
　 9日　留置　辰治　医師
　16日　西本　研志　医師
　23日　村上　浩一　医師
　30日　中村　成宏　医師 

◇土曜日の小児救急診療

　時間 15：00～20：00
　　　（受付19：30まで）
　場所 国保日高総合病院

　 1日　中島　彰一　医師
　 8日　家永　信彦　医師
　15日　国保日高総合病院医師
　22日　大谷　和正　医師
　29日　奥田　修司　医師　
　
　・受診する場合は電話等で
　　事前にご相談ください。
　・急病でどうしても受診が
　　必要な方が対象です。診
　　療にあたるスタッフも限
　　られており、薬も必要最
　　小限しか処方できません
　　ので、軽微な症状の場合
　　には、本来の診療時間内
　　にかかりつけ医に受診し
　　てください。
　・当番医が変更になること
　　があります。

ステーションステーション

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り　　

国保日高総合病院
☎0738-22-1111
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紀陽銀行御坊支店
南側ショーウインドー

５月30日（木）～６月27日（木）

御坊短歌会

御坊市文化協会
御坊まちかどミュージアム
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児童手当「現況届」の提出について

３歳未満
３歳～小学校修了前
（12歳到達後の最初の３月31日まで）
中学校修了前
（15歳到達後の最初の３月31日まで）

15,000円
10,000円
（第3子以降は15,000円）

10,000円

対 象 者　中学生までの児童を養育している方

手当月額

所得制限

問い合わせ　社会福祉課福祉児童係　　☎0738－23－5508

　令和元年６月分以降の児童手当を受けるには、「現況届」を６月中に
提出していただく必要があります。
　「現況届」の提出が必要となる方には用紙を郵送します。「現況届」の
提出がない場合、引き続き手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

扶養親族数
所得限度額

0人
622万

1人
660万

2人
698万

3人
736万

4人
774万

児童手当には所得制限があるため、平成30年中の所得が限
度額以上の場合は、児童１人につき月額5,000円の特例給
付を支給します。

※以降扶養親族数が１人増えるごとに所得限度額が38万円
　加算されます。


